
令和元年12⽉18⽇
環境省 ⾃然環境局野⽣⽣物課 ⿃獣保護管理室

⿃獣保護管理の法制度等

令和元年度特定⿃獣（カワウ）の保護・管理に係る研修会

本⽇お話すること

 カワウ保護管理に係る法制度
• カワウに関する法制度等の沿⾰
• 特定計画制度の概要など

 環境省の取り組み
• 広域連携の推進など



平成11年 ⿃獣保護法の改正
・特定⿃獣保護管理計画制度の創設

平成17年 広域協議会の設置（関東〜）

平成19年 ⿃獣保護管理法施⾏規則の改定
・カワウを狩猟⿃獣に指定

平成26年 ⿃獣保護法の改正→⿃獣保護管理法へ
・⿃獣の保護と管理が明⽂化
・特定計画が第⼀種保護計画・第⼆種管理計画へ整理
・認定⿃獣捕獲等事業者制度の導⼊

平成26年 「カワウの被害対策の考え⽅」公表
平成27年 「カワウの被害対策の進め⽅」公表

１

カワウに関する⿃獣保護管理の法制度等の沿⾰

飼養の登録・販売の許可

都道府県指定鳥獣保護区、休猟区の指定

捕獲許可

基本指針基本指針

狩猟制度の運用（狩猟免許・狩猟者登録など）

鳥獣捕獲等事業者の認定

市町村

鳥獣保護管理事業計画鳥獣保護管理事業計画

第一種特定鳥獣保護計画

指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画

狩猟鳥獣・希少鳥獣・指定管理鳥獣の指定

第二種特定鳥獣管理計画

国（環境省）

都道府県

技術的助言

即して作成

地方自治法（事務処理特例条例）
や鳥獣被害防止特措法に基づく一部権限移譲

特定猟具使用禁止区域、捕獲禁止区域等の指定

法定猟法・狩猟期間など狩猟制度の管理

鳥獣の輸出入の許可

希少鳥獣の捕獲許可、保護・管理計画の策定

危険猟法による捕獲許可

国指定鳥獣保護区の指定、保全事業の実施

住居集合地域等での麻酔銃猟の許可
任意

任意

飼養の登録捕獲許可（有害鳥獣捕獲等）

など

など

など

※鳥獣保護管理法における事務は、
原則都道府県の自治事務

（
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付
金
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援
）

⿃獣保護管理法の体系と特定計画制度



特定計画の策定状況

種 狩猟⿃獣 策定都道府県数
第⼀種 第⼆種

ニホンジカ ○ ４３

イノシシ ○ ４２

クマ類 ○ ８ １４

ニホンザル ２５
ニホンカモシカ ８

カワウ ○ ８

※カワウに係る任意計画は１２計画策定されている
R1年11⽉末時点

カワウのねぐら等の数の推移
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●⽣息情報の収集・分析
・全国におけるカワウのねぐら・コロニーの箇所数は増加傾向にある。
※佐賀、⻑崎、宮崎、⿅児島、沖縄では未調査

図2︓2018年のねぐら（○）と
コロニー（●）の分布

図1︓全国のカワウのコロニーと
ねぐらの 箇所数の推移

出典︓環境省「平成30年度特定⿃獣（⿃類）の保護管理に係る保護管理検討調査業務報告書」



広域連携の必要性について
〇カワウは広域に移動するため、都道府県ごとの対策だけでなく、

より広域的に情報を共有し、連携して管理することが効果的

＜⿃獣保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針より引⽤＞
単独の都道府県による特定計画の作成と実施だけでは安定的な地域個体群

の維持や⼗分な被害対策が望めない場合には、国は都道府県と連携して、
これまでの取組事例を踏まえ、広域管理指針の作成に努める。

図︓出弥富野⿃園で捕獲し追跡を⾏なったカワウの衛星追跡結果
出典︓環境省「特定⿃獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の⼿引き（カワウ編）」

カワウ被害対策強化の考え⽅

〇カワウは、ねぐら等で無計画に駆除や追い出しを⾏うと、群れが分散し、
新たなねぐら等を作り、結果的に被害が拡⼤。

〇このため、カワウ対策は、被害を与えるねぐら等を把握し、そのねぐら等
の個体数管理と被害地での被害防除活動を組み合わせながら、計画的に進
めることが必要。

〇被害地から半径15km以内のねぐら等を中⼼として、ねぐら等の管理や、
それらを利⽤するカワウの個体数管理を進め、
被害を与えるカワウの個体数を10年後（令和5年度）までに半減させる。

〇⽬標達成に向けて、都道府県単位での被害状況の把握と被害対策の計画作
成を推進するとともに、広域的な保護管理を強化⽀援。

「カワウ被害対策強化の考え⽅について」
平成26年４⽉23⽇（農林⽔産省・環境省）



〇被害を与えるカワウの個体数の半減の⽬標達成に向けて、都道府県におけ
る対策の実施にあたり留意すべき事項について通知

〇カワウの順応的管理の基本的な考え⽅や個別対策の進め⽅を⽰す

出典︓環境省「特定⿃獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の⼿引き（カワウ編）」

カワウ被害対策強化の進め⽅
「カワウ被害対策強化の進め⽅について」
平成27年10⽉9⽇（農林⽔産省・環境省）

＜個別対策の進め⽅＞
（１）現状把握のための調査
（２）カワウ対策を幅広い関係者の理解の下で計画的に実施するための

協議の場づくり
（３）カワウ被害対策の取組計画の策定

①⽬標の設定について
②具体的な被害対策の内容について

（４）計画に基づく対策の実施
（５）取組効果の検証とそれを踏まえた計画の⾒直し

カワウ被害対策強化の進め⽅
「カワウ被害対策強化の進め⽅について」
平成27年10⽉9⽇（農林⽔産省・環境省）



●関東ブロック
H17.4 関東カワウ広域協議会設⽴
H17.11  関東カワウ広域指針作成
H25.4 広域指針改訂

●中部・近畿ブロック
H18.5 中部近畿カワウ広域協議会設⽴
H19.3 中部近畿カワウ広域指針作成
H24.4 広域指針改訂

●中国四国ブロック
H26.7 中国四国カワウ広域協議会設⽴
H27.8 中国四国カワウ広域指針作成

●東北ブロック
H29.11 東北カワウ広域協議会準備会
H30.11  東北カワウ広域協議会設⽴

広域管理の取組の推進
〇４ブロックで広域管理の取組を推進

科学委員会広域協議会

各都道府県
保護管理協議会

・広域指針の策定と広域指針に基づく事業の実施
・現状把握・モニタリング調査の実施

各都道府県
保護管理協議会

各都道府県
保護管理協議会

特定計画（⼜は任意の保護管理計画）

広域管理の体制

協議会構成
・都道府県

⿃獣部局
農林⽔産部局
河川部局

・関係市町村
・漁業者団体
・狩猟者団体
・NPO 等



 広域管理指針の策定
・広域モニタリング⽅法の検討、調整
・対策に関する情報共有等

 モニタリング結果の要約・評価及び広域管理指針の⾒直し

広域協議会の役割広域協議会の役割

広域協議会の役割

特定⿃獣保護・管理計画作成のためのガイドライン、
種毎の保護及び管理レポート

○特定⿃獣保護・管理計画作成のためのガイドライン

○特定⿃獣保護管理計画作成のためのガイドライン及び保護管理の⼿引き

○保護及び管理に関するレポート（H24〜）

ニホンジカ編、イノシシ編、ニホンザル編、クマ類編、カモシカ編

ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、クマ類、カワウ

○ 特定⿃獣保護・管理計画作成のためのガイドライン︓
特定計画を策定する際の具体的な進め⽅や、保護及び管理の⽬標設定の
考え⽅等を⽰す

カワウ編（パンフレット
「－カワウの被害が減っていく－計画が導く確かな管理へ」）

○ 種毎の保護及び管理レポート︓
保護及び管理を進める上で特に重要な課題に関する分析や最新の知⾒・
技術を収集し、とりまとめ

環境省HP（野⽣⿃獣の保護及び管理）http://www.env.go.jp/nature/choju/index.html



⿃獣プロデータバンク
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